
山梨県立甲府城西高等学校 

部活動（運動部・文化部）に係る活動方針 

 
基本方針  

「心身を鍛え、豊かな人間性を育み、本校を活性化させる部活動の実践」 

 

【生徒】部活動と学習を両立させ、自らの可能性を伸ばすために努力する 

【教員】限られた時間の中でメリハリのある部活動指導をする 

 

 

（１）適切な運営のための体制整備 

 ・各部顧問は「山梨県立甲府城西高等学校部活動（運動部・文化部）に係る活動方

針」に基づき、年間の活動計画並びに毎月の活動計画及び活動実績を作成し、管

理職に提出する。 

・年間活動計画及び月間活動計画については、各部の生徒・保護者に公表する。 

 ・部活動顧問の複数配置による休日指導の分担を行い、負担軽減を図る。 

 ・専門的指導者が不在の部活動に対して、外部指導者を活用する。 

 ・生徒や顧問に過重負担が係る部活動と認められた場合は、管理職が顧問と面談を

実施し、適正な活動へ方向修正する。 

 ・教員の勤務時間管理による過重負担顧問と管理職が面談を実施し、働き方を見直

す契機とする。 

 

（２）合理的でかつ効率的・効果的な活動の推進 

・生徒の心身の健康管理に努め、事故防止のため、施設・設備を点検する。 

・体罰やハラスメントの根絶を徹底する。 

・活動の成果を得るためにも適切な休養を取り、生徒が技能や結果・成果の向上等

の目標を達成できるよう科学的トレーニング・計画的な活動を導入する。 

・顧問に心肺蘇生法、ＡＥＤ使用の研修を義務づけ、危機管理体制を確立する。 

 

（３）適切な休養日等の設定 

 ・学期中は週当たり２日以上の休養日を設ける。（平日１日、土日のうち１日） 

  ただし、シーズン期の土日両日活動する場合は、休養日を他の日に振り替える。 

       運動部→高校運動部の４大会（県高校総体、インターハイ県予選、新

人戦、選手権あるいは選抜大会予選）の４週間前 

文化部→コンクール・芸文祭等大会の４週間前 

 ・定期試験１週間前及び定期試験中の部活動は原則禁止する。 

      →原則以外・・・公式戦が定期試験後 9日以内に開催される場合等 

 ・長期休業中は、学期中の休業日の設定に準じる。 

  

（４）参加する大会や練習試合等の見直し 

・校長や顧問は、教育大会及び芸文祭以外の大会や練習試合・発表会等を精査し、

負担軽減を図る。 

・シーズン期とシーズン期以外の活動にメリハリをつけ、年間で適正な活動とする。 
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